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年
末
年
始
の
役
場
業
務
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

町
役
場
の
業
務
は
、
12
月
29
日

（
水
）か
ら
新
年
１
月
３
日（
月
）ま

で
休
み
に
な
り
ま
す
。

　

証
明
書
な
ど
が
必
要
な
人
は
、
早

め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
水
道
の
開
閉
栓
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
使
用
開
始（
停
止
）予
定

の
あ
る
人
は
、
早
め
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

休
業
中
で
も
婚
姻
届
、
死
亡
届
や

火
葬
場
の
予
約
な
ど
は
受
け
付
け
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

行
政
管
理
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

町
民
生
活
課　

町
民
生
活
業
務

☎（
62
）２
１
１
４

上
下
水
道
課　

水
道
管
理
業
務

☎（
62
）５
６
２
２

年
末
年
始
の
ご
み
収
集
・

し
尿
く
み
取
り

▼
ご
み
収
集

　

12
月
29
日（
水
）か
ら
新
年
１
月

３
日（
月
）
ま
で
の
６
日
間
は
、
ご

み
の
収
集
を
実
施
し
ま
せ
ん
。

　

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
で
収
集
日

り
ま
す
。
積
雪
前
に
場
所
を
再
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
老
朽
化
し

て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
町
指
定
事

業
者
に
修
理
・
交
換
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課　

水
道
施
設
業
務

☎（
62
）５
６
２
２

油
な
ど
の
流
出
事
故
を
防

ぐ
た
め
の
注
意

　

冬
に
な
る
と
、
暖
房
の
た
め
灯
油

な
ど
を
取
り
扱
う
機
会
が
多
く
な

り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
不
注
意
が

油
流
出
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。
火

災
発
生
の
危
険
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

河
川
な
ど
に
流
出
す
る
と
環
境
汚
染

の
原
因
に
な
り
ま
す
。

　

次
の
点
を
心
が
け
、
正
し
く
取
り

扱
っ
て
く
だ
さ
い
。

１　

点
検

　

○
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
や
配
管
に
亀
裂

　

な
ど
の
異
常
が
な
い
か
、
日
頃
の

　

点
検
を
お
願
い
し
ま
す
。

２　

取
扱
上
の
注
意

　

○
給
油
中
は
そ
の
場
を
離
れ
な
い

　

で
く
だ
さ
い
。
や
む
を
得
ず
離
れ

　

る
場
合
は
、
必
ず
バ
ル
ブ
を
閉
め

　

て
く
だ
さ
い
。

　

○
給
油
後
は
バ
ル
ブ
を
完
全
に
閉

　

め
て
く
だ
さ
い
。

３　

油
が
こ
ぼ
れ
た
時
の
対
応

　

○
油
が
こ
ぼ
れ
た
場
合
は
、
新
聞

　

紙
な
ど
に
吸
着
さ
せ
回
収
し
て
く

　

だ
さ
い（
吸
着
さ
せ
た
新
聞
紙
な

　

ど
は
、
火
気
に
注
意
し
て
燃
や
せ

　

る
ご
み
と
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
）。

　

○
も
し
油
が
河
川
な
ど
に
流
出
し

　

た
場
合
は
、
役
場
か
消
防
署
に
連

　

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

生
活
環
境
業
務

☎（
62
）２
１
１
４

猪
苗
代
消
防
署

☎（
62
）４
４
３
３

高
齢
者
の
配
食
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
を
募
集

　

町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
、

調
理
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
高
齢
者

世
帯
な
ど
に
、
定
期
的
に
食
事
の
提

いなわしろタウンページTown Information まちのお知らせ

役　

場

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
家
庭
生
ご
み
収
集

　
（
拠
点
回
収
地
区
の
み
）

　

12
月
30
日（
木
）か
ら
新
年
１
月

４
日（
火
）
ま
で
の
７
日
間
は
、
家

庭
生
ご
み
の
収
集
を
実
施
し
ま
せ

ん
。
家
庭
生
ご
み
回
収
カ
レ
ン
ダ
ー

で
収
集
日
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
し
尿
く
み
取
り

　

12
月
29
日（
水
）か
ら
新
年
１
月

３
日（
月
）ま
で
の
６
日
間
は
、
し
尿

の
く
み
取
り
を
し
ま
せ
ん
。
早
め
に

業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
依
頼

先
は
、
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
に
掲

載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

町
民
生
活
課　

生
活
環
境
業
務

☎（
62
）２
１
１
４

水
道
管
の
凍
結
や
破
損
を

防
ぎ
ま
し
ょ
う

　

宅
地
内
の
水
道
管
は
、
所
有
者
の

管
理
と
な
り
ま
す
。
防
寒
対
策
は
お

済
み
で
す
か
？

　

気
温
が
０
度
以
下
に
な
る
と
、
水

道
管
な
ど
が
凍
結
し
水
が
出
な
く

な
っ
た
り
、
破
損
し
ま
す
。

▼
水
道
管
を
凍
ら
せ
な
い
た
め
に

①
水
抜
き
栓
で
管
内
の
水
を
抜
く　

②
水
道
管
に
保
温
材
や
電
熱
ヒ
ー

タ
ー
を
巻
く

③
蛇
口
か
ら
適
量
の
水
を
流
し
て
お

く
、
な
ど
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

▼
凍
っ
て
水
が
出
な
い
と
き

　

保
温
材
を
は
が
し
て
タ
オ
ル
な
ど

を
か
ぶ
せ
、
そ
の
上
か
ら
ぬ
る
ま
湯

を
か
け
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
溶
か
し
ま

す
。
熱
湯
を
直
接
か
け
る
と
蛇
口
や

管
が
破
裂
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。
そ
れ
で
も
溶

け
な
い
と
き
は
、
右
の
町
指
定
給
水

装
置
工
事
事
業
者
に
修
理
を
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
止
水
栓
の
点
検
を
お
忘
れ
な
く

　

屋
内
の
水
道
管
を
修
理
し
た
り
、

蛇
口
を
交
換
し
た
り
す
る
に
も
、
止

水
栓
で
水
を
一
時
止
め
る
必
要
が
あ

家　

庭

供
を
す
る
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

週
１
回
か
ら
３
回
、
昼
食
時
に

お
弁
当
を
宅
配
す
る
と
と
も
に
、
安

否
確
認
な
ど
を
し
て
健
康
の
保
持
を

図
り
ま
す
。
現
在
は
約
25
人
に
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
し
て
い
ま
す
。
簡
単

な
手
続
き
で
利
用
で
き
ま
す
の
で
、

希
望
す
る
人
は
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
ま
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
世
帯

　

町
内
在
住
で
、
老
衰
、
心
身
の
障

害
、
傷
病
な
ど
に
よ
り
調
理
を
す
る

こ
と
が
困
難
な
世
帯
。

　

①
お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
世
帯

　

②
心
身
障
害
者
世
帯

　

③
難
病
患
者
世
帯

▼
提
供
回
数
な
ど

・
提
供
日　

月
、
水
お
よ
び
金
曜
日
の
３
日
間
。

・
提
供
回
数　

１
日
に
つ
き
、
１
人

１
食
分
と
し
、
昼
食
時
に
宅
配
す
る
。

担当月日 指定給水装置工事事業者 電話番号

22 年 12 月 29 日

本間建設 （65）2701

中善商店 （66）2345

伊藤配管工業 （62）3018

　　12 月 30 日

宇南山設備 （65）2265

小椋建設林業（株） （64）3329

（有）笠間設備工業 （62）2883

　　12 月 31 日

（株）五十嵐建設工業 （62）3861

鈴木設備 （62）3520

小熊建設 （64）2508

23 年１月１日

金子工業（株） （64）2151

佐光設備 （66）4196

難波設備工業所 （62）2839

　　１月２日

渋谷建設（株） （64）2425

（有）会津燃料 （62）3229

（有）猪苗代工務店 （62）4645

　　１月３日

大栄工業（有） （64）2802

（有）阿部伊三郎商店 （62）3626

（有）渡部住宅設備機器 （66）2868

平成 22 年度  年末年始水道管修理担当割当表・
手
数
料

１
食
あ
た
り
４
０
０
円
。

・
利
用
の
申
請　
　

利
用
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ
の

申
請
書
は
、
次
の
機
関
な
ど
を
経
由

し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
猪
苗
代
町
社
会
福
祉
協
議
会

・
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

・
民
生
委
員

※
こ
の
事
業
は
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
が
国
や
町
か
ら
補
助
金
を
受
け

て
実
施
し
て
い
る
も
の
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
事
務
局

☎（
62
）５
２
０
３

医療機関名 日にち
曜日

12/29
水

12/30
木

12/31
金

1/1
土

1/2
日

1/3
月

1/4
火

浅見クリニック
（63）2200

午前 × × × ×
午後 × × × ×

小川医院
（62）2132

午前 × × × ×
午後 × × × × × ×

かねこクリニック
（72）0660

午前 × × × × ×
午後 × × × × × ×

野崎医院
（66）2245

午前 × × × ×
午後 × × × ×

マリアクリニック
（77）2700

午前 × × × × ×
午後 × × × × ×

矢吹医院
（62）2169

午前 × × ×
午後 × × × ×

六角医院
（62）2640

午前 × × × ×
午後 × × × ×

町立病院
（62）2350

午前 × × × × × ×
午後 × × × × × ×

年末年始町内医療機関診療予定表（12 月 29 日～１月４日）
×：休診

年中無休　午後６時 30 分～午後 10 時 30 分
ただし、12 月 31 日～ 1 月 3 日の間は特別な診察時間になります。

（午前 10 時～午後 4 時、午後５時～午後 10 時 30 分）

夜間救急　　会津若松市夜間急病センター　☎（28）1199   （年中無休）

町シルバー人材センターの配達員が
お弁当と一緒に安心をお届けします
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人
権
擁
護
・
行
政
相
談
委

員
合
同
相
談
会

　

法
務
省
人
権
擁
護
局
と
全
国
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、「
人
権

デ
ー
」
の
12
月
10
日
を
最
終
日
と
す

る
１
週
間
を
「
人
権
週
間
」
と
定
め
、

こ
の
期
間
を
中
心
に
各
地
で
特
設
人

権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　

本
町
で
は
、
次
の
日
程
で
人
権
擁

護
委
員
と
行
政
相
談
委
員
の
合
同
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
人
権
問

題
や
法
律
に
つ
い
て
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

12
月
17
日（
金
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

ク
リ
ス
マ
ス
献
血
へ
の
ご

協
力
の
お
願
い

　

町
役
場
正
面
玄
関
前
で
全
血
献
血

を
実
施
し
ま
す
。
４
０
０
㍉
㍑
献
血

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
当
日
は
、
先
着
１
０
０
人
に
ケ
ー

キ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

▼
開
催
日
時

12
月
24
日（
金
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

ぴ
ー
す
の
会
が
ク
リ
ス
マ

ス
会
を
し
ま
す

　

猪
苗
代
町
余
暇
支
援
活
動
の
会

（
ぴ
ー
す
の
会
）
は
、
障
害
の
あ
る

人
も
な
い
人
も
、
一
緒
に
交
流
し
合

え
る
豊
か
な
地
域
社
会
づ
く
り
を
目

指
し
、
毎
年
、
音
楽
、
運
動
や
食
事

な
ど
の
楽
し
い
活
動
を
し
て
い
る
会

で
す
。

　

今
回
の
活
動
で
は
、
12
月
と
い
え

ば
ク
リ
ス
マ
ス
と
い
う
こ
と
で
、
参

加
者
自
ら
が
内
容
を
決
定
し
、「
ク

リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
作
り
」と「
カ
ラ

オ
ケ
大
会
」を
開
催
し
ま
す
。
老
若

男
女
は
問
い
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
、
こ
の

機
会
に
参
加
し
て
、
み
ん
な
で
楽
し

い
時
間
を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

▼
開
催
日
時

12
月
19
日（
日
）

・
第
61
号
「
抑
留
犬
の
公
告
に
つ
い

て
」（
町
民
生
活
課
生
活
環
境
業
務
）

※
告
示
・
公
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
は
、
役
場
前
掲
示
板
を
ご
覧
に
な

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

愛
情
あ
ふ
れ
る
里
親
を
募

集
し
て
い
ま
す

　

子
ど
も
は
親
の
も
と
で
育
つ
こ
と

が
最
も
望
ま
し
い
で
す
が
、
親
の
家

出
、
病
気
、
虐
待
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
事
情
で
両
親
と
一
緒
に
生
活
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
子
ど
も
が
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
家
庭
環
境
に
恵
ま
れ
な

い
子
ど
も
を
一
般
の
家
庭
に
引
き
取

り
、
一
定
期
間
、
温
か
い
愛
情
と
家

庭
的
な
雰
囲
気
の
中
で
養
育
す
る
の

が
里
親
制
度
で
す
。
里
親
に
な
る
た

め
に
は
、
子
ど
も
の
養
育
に
理
解
と

熱
意
、
そ
し
て
豊
か
な
愛
情
が
あ
る

人
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

詳
し
く
知
り
た
い
、
興
味
が
あ
る

と
い
う
人
は
、
会
津
児
童
相
談
所
ま

た
は
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

会
津
児
童
相
談
所

☎（
23
）１
４
０
０

いなわしろタウンページTown Information まちのお知らせ

交　

流

献　

血

相　

談

午
前
10
時
か
ら
正
午
ま
で

▼
場
所

町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

▼
参
加
費　

２
０
０
円

▼
申
込
締
め
切
り
日

12
月
15
日（
水
）

▼
参
加
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

町
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー　

遠
藤

☎（
62
）２
０
２
４

工
房
ポ
プ
リ　

渡
部

☎（
62
）２
０
１
１

FAX（
62
）２
０
３
１

告　

示

・
第
１
３
３
号
「
公
売
通
知
書
の
公

示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
３
４
号
「
繰
上
徴
収
通
知
書

の
公
示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
３
５
号
「
配
当
計
算
書
の
公

示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
３
６
号
「
不
動
産
差
押
書
及

び
不
動
産
差
押
解
除
通
知
書
の
公
示

送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
３
７
号
「
債
権
差
押
書
の
公

示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
３
８
号
「
不
動
産
等
の
最
高

価
申
込
者
決
定
通
知
書
及
び
配
当
計

算
書
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
３
９
号
「
差
押
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
４
０
号
「
臨
時
議
会
の
招
集

に
つ
い
て
（
開
会
平
成
22
年
11
月
24

日
）」（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
１
４
２
号
「
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
無
効
告
示
」

（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
業
務
）

・
第
１
４
３
号
「
延
滞
金
督
促
状
の

公
示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
４
４
号
「
充
当
通
知
書
の
公

示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
４
５
号
「
不
動
産
等
の
最
高

価
申
込
者
決
定
通
知
書
の
公
示
送
達

に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

公　

告

・
第
57
号
「
抑
留
犬
の
公
告
に
つ
い

て
」（
町
民
生
活
課
生
活
環
境
業
務
）

・
第
58
号
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画

に
つ
い
て
」

（
農
業
委
員
会
農
地
業
務
）

・
第
59
号
「
不
動
産
等
の
最
高
価
申

込
者
決
定
の
公
告
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
60
号
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

お
よ
び
見
積
価
格
の
公
告
に
つ
い

て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

掲
示
板

年金の請求を忘れていませんか？

　○年金の加入期間が 25 年未満でも、カラ期間
　と合わせて 25 年以上あれば年金が受け取れま
　す。
　※カラ期間の例：サラリーマンの配偶者だった
　期間のうち、昭和 61 年３月までの間で国民年
　金に任意加入していなかった期間など
　○生まれた年などにより、25 年未満でも年金
　を受け取れる場合があります。
　※誕生日が昭和 27 年４月１日以前生まれで、
　厚生年金の加入期間が 20 年以上の場合など

２．年金の受け取り開始を 66 歳以降に繰
　り下げている人
　○ 70 歳になっても、年金は自動的には支払わ
　れません。
　○年金の受け取りを始めるためには、請求が必
　要です。

３．厚生年金の加入期間がある 65 歳以上
　の人
　○「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の２種類
　の年金が受け取れます。片方の年金だけを受け
　取っている人は、受け取っていない年金につい
　ても、あらためて請求をしてください。
　○片方の年金の受け取り開始を繰り下げている
　人は、70 歳になるまでに年金の請求をしてく
　ださい。

　○厚生年金の加入期間が１年以上あるなどの要
　件を満たす人に対して支払われる「特別支給の
　老齢厚生年金」は、65 歳になる前に請求しても、
　年金額が減らされることはありません。速やか
　に請求をしてください。
　※特別支給の老齢厚生年金：65 歳前に受け取
　ることができる老齢厚生年金

５．60 歳以上で、会社に勤めている人
　○現在、会社に勤めている人も、年金を受け取
　る資格を満たしている場合は、請求の手続きを
　してください。
　○給与の額などに応じて年金の支払額が調整さ
　れる場合がありますが、全額停止の場合を除き、
　年金を受け取ることができます。

心当たりのある人は、早めに相談してください。

１．年金の加入期間が 25 年未満の人 ４．厚生年金の加入期間がある人で「65 歳
　になってから年金を受け取ろう」と思っ
　ている人

年金のご相談は
　会津若松年金事務所　☎（27）5321
　または
　「ねんきんダイヤル」　☎ 0570（05）1165
　まで問い合わせてください。

募　

集


